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はじめに
　トゥルファン盆地を中心とする東部天山地方出土の古ウイグル語世俗文書は，公文書（行政文書）・

私文書に二大別することができる。その内容は多岐にわたるが，いずれも，９世紀中葉にモンゴル

高原を離れたウイグル遊牧民さらには 世紀初頭に成立したモンゴル帝國の支配下における，當該

地域住民の政治史・社會經濟史を再構成する上で，重要な資料となる。特に供出命令文書，すなわ

ち公文書のなかでも物件（金錢，人的勞働力をも含む）の供出を命令する行政文書は，公權力＝支

配權力によるウイグル人社會からの物件徴發＝税役制度や，それらの諸制度を機能させる文書行政

を考察していくうえで第一級の價値をもつ。このような觀點から，筆者はこれまで，世界各國に収

藏される古ウイグル語文獻資料群の調査を通じて供出命令文書の確認と抽出につとめ，テキスト校

訂作業を行なうとともに歴史研究に利用してきた。その成果は，未公刊の博士學位論文［松井

1999］および公刊された一連の拙稿［松井1998a; 松井1998b; 松井2002; 松井2003; Matsui 2004; 松井

2004a; 松井2004c, pp. 17-20; Matsui 2005; 松井2006b］において提示され，さらに近刊のドイツ・ベ

ルリン所藏古ウイグル語世俗文書目録においても最大限に採り入れられている 。

　さて，ウイグル語世俗文書の大多數は西 のモンゴル帝國時代に屬するものであり，

これまでの拙稿で公刊してきた供出命令文書も全てモンゴル帝國時代のものであった。しかしなが

ら，本稿で檢討の對象とする３件（Texts A, B, C）は，いずれも半楷書體で書かれていることから ，

西ウイグル王國がモンゴル帝國支配下に入る以前の時期（ 世紀）に屬するものと考えられる。

數としてはまことに少ないものの，西ウイグル王國に關する情報は編纂史料・出土文獻史料の双方

ともにきわめて限られているため，西ウイグル時代の供出命令文書による文書行政・徴税システム

を考察するためには看過できない貴重なデータといえる。

　そこで本稿では，まず，これら３件の供出命令文書について文獻學的な校訂研究を提示する。次

に，その歴史的背景，特に ウイグ

ル王国時代の官布の價格と現金税としての官布，の３點について，基礎的な考察を試みるものである。

 VOHD 13,21, #2-30, 32-37。
 書體その他の特徴によるウイグル文書の相對的時代判定の基準については，森安 2004, pp.7-9 およびそこに
引用される諸文獻を參照。また，本稿で言及する SUK所収文書の時代判定については，森安 1994を參照。
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１．テキスト・和譯・語註
　まず本章では，問題の西ウイグル時代ウイグル文供出命令文書３件について，歴史學的分析の前

提となる校訂テキスト・和譯・語註を提示する。

Text A　U 5329　（T II B 28）　　Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

［文書内容］某猪年３月某日付，旅行馬供出命令。

［校訂］USp 93; 李經緯1996, p. 190.

［研究］IUCD, p. 443, No. 109; 梅村 1981, pp. 60, 62 & n. 18; 楊富學 1990, p. 18; 田衛疆 1994, pp. 34-

35; VOHD 13,21 #30; Raschmann 2009, p. 413. 

［備考］31.5 x 11.5 cm。Beige。左下缺。漉き縞 （4 /cm）のある中質の紙。現在は臺紙に貼付保存。

朱方印１個（9.5 x 9.0 cm）。出土地記號（T II B）から，トゥルファン北方の火焔山の前山に位置

するブライク（Bulayïq，または Schüi-pan）遺跡出土と判明する 。

 1　　tonguz yïl üc

ˆ

ünc

ˆ

 ay bir (yan)[gïqa] 猪年第三月［初（旬の）］一日に。

 2　　msydr-lar-nïng bir yol a(t)[ïn]  長老たちの１（頭の）旅行［馬を］

 3　　tayqay-taqï yolc

ˆ

ï-qa birzün  大海（道）の道案内人に供出せよ。

［語註］

　Ar1, (yan)[gïqa]: Radloff は otuz「三十」としたが，殘畫から改める。

　Ar2a, msydr: このmsydr「長老」は，ソグド語msydr~ masyδr ~ msyδ’r ~ m’syδr “Presbyter, headpriest”

［Gharib, p. 219］からの借用語であり ，ネストリウス派キリスト教の聖職者と考えられる。この語

が在證されるトゥルファン・敦煌出土のソグド語文獻もいずれもキリスト教・キリスト教徒に關係し

［BT XII, p. 215; Sims-Williams / Hamilton 1990, F1, G20］，また本文書が出土地したブライク遺跡もネ

ストリウス派キリスト教に關係する文獻が多數出土していることで知られる［Zieme 1974b; Zieme 1998］。

　Ar2b, yol a(t)[ïn]: 行末のa(t)[ïn]「馬（at）を」は，現在では語頭のalephしか殘っていない。しかし

Radloffは明瞭に對格の +ïn を示してatïnとし，それに對してMalovも特に註記しない［USp, p. 239］。

彼らのテキスト校訂時點では本處も完全だったのかもしれない。なお，本處のbir yol atは「１頭の

旅行馬（＝道の馬）」と考えるべきであり，梅村1981が「一歳馬」としたのは何らかの誤解であろう。

　Ar3a, tayqay: USp に從って地名とみなす。Radloffは tayaqïと讀んだが，筆者は tayqayとして，漢

語「大海」もしくは「大街」からの借用と考える。

 この遺跡の所在地については，西村・北本 2010, pp. 236-238が最新の知見を提示している。
 USpは m(a)smadarと轉寫して人名と考え，梅村 1981・李經緯 1996もそれに從った。しかし彼らが -M- とみ
なした第３字は，語頭の M- とはストロークの大きさが明瞭に異なり，また 3tayqay, taqï, yolc

ˆ

ï の語末の -Yと
比較して，語中の -Y- が -D- の直前のために中絶末位形で記されたものとみなすべきである。
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　前者の「大海」は，敦煌出土『西州圖經』（P. 2009）にみえる「大海道」との關係を想定してのもの

である。唐代の「大海道」は，トゥルファン盆地から敦煌に向かうに際し，天山南麓沿いに東進し

てハミ（伊吾・伊州，Uig. Qamïl）を經由するのではなく，ルクチュン（魯克沁 < Uig. Lükc

ˆ

üng < 

Chin. 柳中）東のクムターク沙漠（Qum-Tagh，唐代の「大沙海，大海」）を南方へ迂回し，そこから

砂漠地帯を直線的に東南行して敦煌に向かう交通路である。交通路としてはきわめて困難なもので

あるが， 世紀後半に至っても間道として使用されていた可能性があるという［嶋崎1977, pp. 475-

478; 嚴耕望1985, pp. 425, 487, 圖 ; 王素 2000, pp. 170-175; Pelliot 2002, pp. 2, 10-25］。

　一方，tayqayを「大街」の音寫とみる場合には，西ウイグル王國時代に屬する契約文書SUK Sa183

に在證されるulu qay「大街路（Uig. qay < Chin. 街 *kai）」との關連が推定できる。この「大街路」は，

やはり西ウイグル期のウイグル文葡萄園賣買契約文書（Matsui 2006, Text C5）にみえる「王の大通り

（qan-nïng ulu yol）」や，SUK Sa0412の「大通り（ulu yol）」と同じく，西ウイグル王國の冬都高昌城

内の中心街であったと思われる［Matsui 2006, p. 44, 語註Cr6］。これらの「大街路，（王の）大通り」は，

高昌故城の北壁中央の門から南に向かう大通り（現在ではロバ車の往來する觀光路となっているも

の）か，あるいはLe Coqのいう高昌故城遺跡Kの北側のメインストリート［BSA II, p. 23］に相當す

るのであろう 。高昌城内に「大道」が存在したことは麴氏高昌國時代に遡っても確認できる 。

　譯出に際して「大海（道）」を採用したのは，本處の tayqayに續いてyolc

ˆ

ï「道案内人；旅行者」［次

註參照］が現われ，遠隔地間の交通路に關係する可能性が高いとみたためである。ただし，本文書

の「道案内人」が，西ウイグル王國の據點都市となっていたハミを經由する主要交通路を避けて，

あえて難路の「大海道」を利用する歴史的背景については説明を要する［榮新江1996, p. 374］。敦煌

文書P. 5007によれば，西ウイグルがハミ（伊州）を攻略したのは唐の乾符３年（876）前後である。

世紀初頭の河西歸義軍節度使（金山國）政權はその奪回を試みたが，それが失敗したことは，

年前後に記されたコータン語のいわゆるStäel-Holstein文書がハミ（’I－cu－ < Chin. 伊州）を西ウイグル

（Secu－ < 西州）支配下の都市として明記することからも確實である［榮新江1996, pp. 358, 363; cf. 

Bailey 1951, pp. 3, 13; 森安1977, pp. 122-124］。ただし，北宋の使節として981-982年に西ウイグルを

訪れた王延德の『使高昌記』は，伊州＝ハミについて「州將陳氏，其先自唐開元二年領州，凡數十世，

唐時詔勅尚在」といい（『輝麈録』前録卷４），當時のハミは漢人の指導者の支配下にあったことが

うかがえる。また後晉時代（937～ 946）の「淨土寺入破暦」には「伊州客僧來時看用」とみえ，乾德

２年（964）前後の敦煌文書『歸義軍官府酒破暦』（敦煌研究院001＋董希文藏卷＋P. 2629）や，太平

 いわゆる「イネチ（I
・

näc

ˆ

i；またはイナンチ Ïnanc

ˆ

ï）・オズミシュ（Özmiš）文書」［梅村 1987］に屬する SUK Sa059（3Kr. 

36 = USp 109）・Sa0619（3Kr. 39 = USp 108）にも，それぞれ「大通り（uluγyol）」が在證される。この２件は
ルクチュン出土と推測されており［Moriyasu 2002, p. 157］，そこにみえる「大通り」が高昌城内のものとは
即斷できない。ただし，同じくイネチ文書に屬する SUK Mi01では，違約罰の納付先として「高昌城市司令
官（Qoc

ˆ

o balïq ay uc

ˆ

ï）」が言及されており，イネチとオズミシュの一族は高昌地方とも何らかの關係はあっ
たに相違ない。

 高昌延壽十五（638）年史某々買田券（TTD, No. 13），高昌延壽十五（638）年周隆海買田券（TTD, No. 14）。
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興國５年（980）前後の『歸義軍宴設司麵・油破暦』（S. 1366）も，「西州使」と「伊州使」とを使い分

けており，兩者を併記する場合もある［榮新江1996, p. 374; 馮培紅2003, pp. 314-319; 羅彤華 2003, 

pp. 196, 198; 高啓安 2010, pp. 36-37］。以上から，伊州＝ハミは，西州＝西ウイグル王國の支配下に

ありながらも， 世紀後半までは一定の獨立性・自治を保っていた可能性が指摘できる。本文書の

「道案内人」（およびそれに先導される使節やキャラヴァン）が「大海（道）」を經路としたのは，あ

るいは半獨立状態にあったハミ政庁による中間搾取を避けるためではなかろうか 。とはいえ，以

上はあくまでも推測にとどまり，tayqayを「大街」とみなす可能性も決して否定できない。

　Ar3b, yolc

ˆ

ï: 原義は「道案内人」であるが，「旅行者；道路補修人」の意もある［ED, p. 921］。USp

および梅村1981は「道案内人（Wegführer）」，李經緯1996は逆に「旅客」を適當とする。さらには人

名の可能性もある［Cf. SUK Ex029］。本稿では「大海（tayqay）道」が路程不詳の難路であったとい

う點［前註參照］をふまえて「道案内人」と譯出したが，その他の譯語を排斥するものではない。

Text B　Or. 12207(A)6　（Yar. 051）　　British Library

［文書内容］某鼠年12月某日付，馬匹供出命令。

［圖版］『敦煌寶藏』55, p. 449, frag. 184.

［備考］20.0 x 13.0 cm。漉き縞（4 / cm）のある中下質の紙。下端缺，上端・左端・右端は完全らし

い。下部に朱印鑑の上半部が殘っている。その幅は9.0cmであり，おそらくは方印と考えられ

るので，文書の本來の縱寸は25cmを超えるであろう。出土地記號（Yar. 051）からヤールホト

（Yar-Khoto, 交河故城）出土と判明する。

 1　　küskü y(ïl) c

ˆ

x(š)ap[t] ay(b)[  ]

 2　　-(q)a c

ˆ

anqa süngülüg-täki [  ]

 3　　baltu ba(d
3

)[u]r müngü bir a(t) [  ]

 4　　yudgü bir at sün(g)[lüg] T[  ]

 5　　qatägi (a)[t]-ta PY[   ]

 1　　鼠年戒月（＝第十二月）‥‥‥［日］

 2　　に。チャンカ長槍士の‥‥‥‥‥

 3　　バルトゥ =バートゥルが騎乘すべき１（頭の）馬‥‥

 4　　運ぶべき１（頭の）馬，長槍士‥‥‥‥‥‥

 なお，西暦 年のウイグル文棒杭文書（MIK III 7279, いわゆる第３棒杭文書）には「ハミの大臣（である）
イナル =ビュルト（17Qamïl ögä Ïnal Bürt）」というウイグル人名が現われるから［Moriyasu 2001, p. 187］，
世紀初頭にはハミも完全にウイグル支配下に入っていたであろう。從って，本文に述べたような歴史的状況
から逆に本 Text A文書の年代を推測するとすれば，この時期に下限を求められるかもしれない。
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 5　　までの馬のうち，‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

［語註］

　Br1-2: 第１行末缺落部直前の b［  ］ は「1（bir）」または「5（biš）」，また第２行頭の後舌與格語尾 

+qa から第２行末に「初旬（yangï）」または「 （otuz）」を推補できるので，日付は初一日／初五日／

二十一日／二十五日のいずれかとなろう。

　Br2, c

ˆ

anqa süngülüg: Uig. c

ˆ

anqaは “a kind of game trap” の意［ED, p. 425］で，本處では süngülüg（~ 

süngüglüg）「長槍士」［ED, pp. 834-835, 839］の人名とみる。C

ˆ

anqaの後半は確實に -X’ であって -’X 

とはみなせないので，SUK Lo192にみえる人名C

ˆ

anaqとは別語であろう。

　Br3a, baltu: 原義は「斧」［ED, p. 333］だが，やはり本處では人名。

　Br3b, ba(d)
3 3

[u]r: テュルク語・モンゴル語の人名要素・稱號として頻見するba atur「勇者」と同語

とみる［TMEN II, pp. 366-377, Nr. 817; Rybatzki 2006, pp. 211-212］。古代テュルク碑文では確認でき

ず ，敦煌千佛洞出土のテュルク=ルーン文字文書Or. 8212/77v（舊番號Ch. 00183）に書記（bitgäc

ˆ

i）の

名としてみえる「バガトゥル刺史（b(a) atur c

ˆ

igši）」［Thomsen 1912, p. 219］が最も古い９世紀後半～

世紀の在證例となる 。その一方，東ウイグル可汗國時代（９世紀前半）の中世ペルシア語マニ教

讃美歌集Mah
3

rna−mag（M 1）が列擧する東ウイグル可汗國の宰相（il ögäsi）たちの中に 36Bât
3

ûr Sângûn 

37vgâ（< Uig. Batur sangun ögä）という者がみえ［Müller 1913, pp. 9-10］，東ウイグル可汗國時代にす

でにテュルク語では語中の - a- が長母音化していたことが推測される。本處の P’DWR = bad
3

urという

形式はその傍證となり得る。モンゴル期のウイグル語文書でも本處と同じく P’DWR = bad
3

ur ~ batur

という形式が在證されている（E.g., U 5288 = Arat 1937, 14Qud
3

at u-bad
3

ur, 28Töpc

ˆ

ük-bad
3

ur; Ch/U 8136v, 

14Qud
3

u ï-bad
3

ur）。ただし，Ch/U 7145には「‥‥バガトゥルから（派遣されて）来る人（Ba adur-tïn 

kälgüc

ˆ

i）」という在證例もあり，また同時期のモンゴル語諸文獻ではほとんどの場合B’Q’DWR = ba atur

の形式で在證される。

　Br4-5: 第４～５行下半部は皺を伸ばさないままガラス保存されているため，充分に判讀できな

い。第５行の (a)[t]「馬」は缺落部の大きさから推補したもの。右端は完全らしいので，第５行末の

PY[  ] 以下で文書は完結していると推測できる。供出命令文書の全體的な書式［本稿第２節（１）參

照］を勘案し，また第 行でも「馬（at）」が言及されていることから，「馬」に後續する位奪格

語尾 +taを「～のうち」と解釋して供出物件の總數を示しているものとみなした。續くPY- 以下は，bir 

（biš?） at birzün「１（または５）頭の馬を供出せよ」という文脈を想定してよかろう。

 この點から，護雅夫は漢籍史料中に頻見する遊牧民の稱號「莫賀咄（*mâk â tuǝt）」を Tü.-Mong. baγaturの
音寫とはみず，その原語を Ba a-c

ˆ

urと復原している［護 1967 pp. 309, 385, 406; 護 1972, p. 201］。また吉田豊は，
突厥の官稱號として頻出する「莫賀（*mâkγâ）」のソグド語原語は β ’ ではなく，ブグト碑文に在證される m ’ 
とすべきであり，その方が唐代の漢語音にも適合することを指摘している［Yoshida 2000, pp. 9-11］。

 Or 8212/77v文書の年代については，森安 1997, pp. 56-57, fn. 39參照。
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Text C　*U 9231（T III M 253）

［文書内容］年月日不明，麵粉・葡萄酒などの供出命令。

［備考］出土地記號（T III M 253）から，ドイツ第３次探檢隊によりムルトゥク（Murtuq < Uig. 

Murut-luq）遺跡から將來されたものと判明する 。ベルリンに所藏されていた原文書は現在所

在不明となっているが，トルコのReşid Rahmeti Arat教授がベルリン留學時代に撮影した寫真が

イスタンブル大學に保管されている 。本稿第２章 ）で述べるように，この文書に捺された

印鑑は Texts A, B に捺された朱印と同一である。その印寸（9.0 cm四方）に基づくと，原文書の

紙寸は約25.0 x 9.0 cm前後と推測できる。

 　　　[ M I S S I N G ]

 1　　[     ](γ)uc

ˆ

ï q(oy)n (q)or-qa künt(ä) iki quanpuluq

 2　　[   ](.) bir quanpuluq min bir quanpuluq bor birlä

 3　　[  ](.)qï ’änüg birzün •

 　　　［前　缺］

 1　　‥‥‥‥すべき羊の經費として，（１）日に（つき）２官布相當の

 2　　‥‥‥‥１官布相當の麵粉，１官布相當の葡萄酒とともに

 3　　‥‥‥‥エニュグが供出せよ。

［語註］

　Cr1a, [  ](γ)uc

ˆ

ï q(oy)n: 若干の缺落があるが，[  ](γ)uc

ˆ

ï「‥‥する（者）」，q(oy)n「羊」を補うこと

に問題はない。

　Cr1b, (q)or: 語頭の X- は殘畫から補う。原義は「損害」［ED, pp. 641-642］であるが，本處では「經

費」と試譯する。いわゆるイネチ（イナンチ）文書に屬するモンゴル時代のSI Kr IV 638文書には

177qorï yunglaq-ï「支出經費」という二詞一意（hendiadys）の在證例がみえる［Clauson 1971, p. 191; 梅

村1987a, p. 52］。やはりモンゴル時代に屬するウイグル文供出命令文書（SI O.39（b））にも 2yilägäy 

ilc

ˆ

i-kä qor 3qïlmïš kümüš「イレゲイ使臣のために支出した（qor qïlmïš）銀」［Malov 1932］，敦煌出土ウ

イグル文帳簿様文書（No. 193 A）にも4aymaγilc

ˆ

i alïp ……… 5［…］WN-nïng qor bolmïš tavar「投下の使

臣が取って‥‥の出費となった（qor bolmïš）財物」という表現がある［cf. 森安1988, pp. 420, 422］，

 ドイツ隊の調査したムルトゥク遺跡（Murtuq）は，ベゼクリク（Bezeklik）石窟と現在の烏江不拉克（Ujan-bulaq）
遺跡群を包摂する。そのうち後者はバイシハル（Beš-qar > 伯西哈爾）石窟（Grünwedelの調査したMurtuq 2. 

Anlageに相當）が含まれる［西村・北本 2010, pp. 229-233, 239-240］。
 筆者は，イスタンブル大學の Osman Fikri Sertkaya教授のご好意でこの寫真資料を調査の上，研究發表を許
可された。この場を借り，Sertkaya教授に深甚の謝意を表す。なお，*U 9231という目録番號は，本來の所
藏機關を繼承する現在のベルリン國立圖書館・ベルリン科學アカデミーで現在與えられているものである。



31

これらの文書にみえるqorも，公權力者が派遣した使臣などを供應するために現地政庁が要した「經

費，支出」を意味するとみなされるからである［松井1999, p. 185］。ただし，後續の kün / kön の解

釋によっては，qorを「損害，死損」と解釋すべきかもしれない。次註を參照。

　Cr1c, küntä: このように轉寫して「（１）日に（つき）；日ごとに」と解釋すべき點は，イスタンブ

ル大学のOsman Fikri Sertkaya教授よりご教示を得たので，まずはそれに從いたい。

　ただし，kün「日」をkön「皮革，鞣し革」［ED, p. 725］と改めて，q(oy)n (q)or-qa könt(ä)を「羊の損

害（死損）のための皮のうち／皮として」と解釋し，死亡した羊の皮の再利用に言及したものとみ

なす可能性も殘るように思われる。例えば，ベルリン舊藏のUSp 35（T I / TM 241 = *U 9189）には 

1öligdin（?） satïγï säkiz on 2iki quanpu män kün birmiš sangun altïm「死んだものからの（?）代價（である）

82官布を，私キュン=ビルミシュ將軍が受け取った」という文言がみえ ，この「死んだもの（ölig ~ 

ölüg）からの代價（satïγ）」とは家畜の死肉や皮を賣買して得たものと推測されるからである。同じ
くベルリン舊藏のUSp 36（T I = *U 9190）も，搾乳用（saγlïq）の羊やヤギ（äc

ˆ

kü）さらにはラクダ（täkä）・

仔羊（quzï）の死亡を記した後に 5quzï ätin 6äc

ˆ

kü ätin satïp on quanpu kün birmiš sanggun-(t)a（?）「子羊

の肉とヤギの肉を賣って，10官布をキュン=ビルミシュ將軍から（?）」といい，やはり死畜の肉の

再利用に伴う収支を記した文書と考えられる 。さらに大英圖書館所藏の帳簿様ウイグル語文書Or. 

8212/144 + Or. 8212/145も，羊・仔羊・ヤギ・子ヤギ（oγlaq）・雌牛（ingäk）などの家畜の死亡數を

計上している 。これらの文書は，いずれも半楷書體で記された西ウイグル時代のものである。一方，

唐代西州の長行馬制度や，歸義軍時代の敦煌における官營牧畜においても，馬・ロバ・羊・ヤギな

どの死畜の皮が公的に保管されていたことが，トゥルファン・敦煌出土漢文文書の研究から知られ

 本文書は第二次大戰中に所在不明となっており，*U 9189という目録番號は本來の所藏機關であったベルリ
ン國立圖書館・ベルリン科學アカデミーで現在與えられているものである。筆者は，故山田信夫教授が収集
された寫真複製（現在は大阪大學に所藏）を利用して，USpおよび李經緯 1996, pp. 253-254の校訂を改めた。
ただし，筆者が öligdin = ’WYLYKDYN（< ölig ~ ölüg「死者，死體」）と讀んだ箇所は ’WYLYMDYN のように
も讀め，Raschmannは ’WYLY/DY/ と翻字するに留めている［VOHD 13,22 #366］。
USp 36については Tugushevaが再校訂テキストと寫真複製を公刊しており［Tugusheva 1984, pp. 242, 244, 

365］，梅村坦［1987, p. 93］も獨自の校訂に基づく和譯を提示している。この點，VOHD 13,22 #363に補足す
る必要がある。なお梅村は，本文書がモンゴル時代のいわゆる「イナンチ Ïnanc

ˆ

ï（イネチ I
・

näc

ˆ

i）文書」に屬
する可能性を指摘しているが，その際の論據とされた人名 5ïnanc

ˆ

c

ˆ

ïは ïγac

ˆ

-c

ˆ

ï「木匠；イガチチ（人名）」と改
めるべきである。また USp 36文書は半楷書體で書かれており官布（6quanpu）も在證されるから，明らかに
西ウイグル時代に屬し［語註 Cr1-2; VOHD 13,22 #363］，イネチ文書とは無關係と考えられる。

 Or. 8212/144・Or. 8212/145は，梅村坦［2006］により，それぞれ資料 3・資料 9として校訂テキストが提示さ
れ，前者は半草書體，後者は半楷書體の別文書とみなされた。しかし，筆者が原文書を實見調査したところ，
この２點は同一の半楷書體文書の斷片であり，Or. 8212/144の下端に Or. 8212/145が直に接合する。ここでは，
梅村の校訂テキストに對して，重要な修正點を示しておく。資料 3：2änc

ˆ

gü → äc

ˆ

kü「ヤギ」，4X / / / → q[o](y)n「羊」，
5SYXLYX XW / / / → saγlïq qoyn「搾乳用羊」，7birgrminc

ˆ

[ä] / / /「返濟しないうちに」→ bir‹y›grminc

ˆ

 (a)[y]「第
十一［月］」；資料 9：4im[γa] → i‹n›g[äk]「雌牛」，5SWZ β •SK → quzï qya「仔羊」，6urunc

ˆ

aq → onunc

ˆ

 a(y)「第
十月」，8/ / /WKWN ygrmi-g ’’WY• / / / → [t]ört ygrmik-ä ü(c

ˆ

)「十四日に，３（頭の）」（この部分は前述の資料３
の 7bir‹y›grminc

ˆ

 (a)[y]「第十一［月］」に後續する）。
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る［Or. 8212/555 = Maspero 1953, No. 299; 藤枝1956, p. 11; 小紅2003, p. 124］。今後，西ウイグル時

代のウイグル住民社會における牧畜經營・家畜管理のあり方についても，如上のウイグル語文書を

漢文文書研究の成果と比較しつつ考察していく必要があるだろう。

　Cr1-2, quanpuluq: Uig. quanpu （~ qunpu ~ qanpu） がChin. 官布に由來し，一定の公的規格を備え，

通貨的に使用された布帛（おそらくは棉布）であったことは，ほぼ承認されている［Hamilton 1969, 

pp. 43-44; 森安1991, pp. 52-54］。さらに，この官布（quanpu）の在證例自體が，ウイグル語文獻をモ

ンゴル期以前＝西ウイグル時代に年代比定するための有力な指標となる［森安2004, p. 8］。

　この官布の規格について，田先千春は，中央アジア出土織物の現物が「兩端卷きで２つの束をも

つ」形状であることに着目し，ウイグル語文書で量詞を伴わず數詞のみで示されるböz「棉布」が實

際には iki baγ~ iki baγlïγ~ ikilik で「（兩端卷きで）２束」つまり「１匹」（衣服２着分に相當する量）

によって計量されること，また同じくウイグル語文獻に頻出するyarïm böz「半分の棉布」がその半

分の１束＝１端（衣服１着分の量）にあたること，さらにウイグル語の官布も同様の形状を有して

おり，それゆえに「（兩端卷きの出會う）中央にタムガ印のある」という品質保證表示がなされること，

を指摘した［田先 2006, pp. 08-014］。なお，ウイグルの官布が實際には棉布であったことは，半楷

書體のウイグル語官布消費貸借契U 6061（BT V, p. 70 & Taf. 51）で借用した官布（qanpu）の返濟に

棉布（böz）が用いられていることからも示唆される 。

　本文書の在證例で注目されるのは，quanpu に接尾辞 +luq「～のための，～に相當する」が接續し

 同時に，この U 6061文書は，西ウイグル時代には官布と並んで棉布（böz）も通貨的に使用されたことを示す。
從って，半楷書體のウイグル語文書には通貨としての棉布（böz）が言及されないとする森安孝夫［2004, p. 16］
の見解も再考を要しよう。田先も，さきには森安説に基づいて通貨としての官布（quanpu）と棉布（böz）の間
に時間的な棲み分けが存在していたと論じながら［田先 2006, p. 017］，漢文文書中の「七／八綜布」に對應
する西ウイグル時代の yiti/säkiz tištäki böz「七／八齒棉布」が通貨的に使用されたことを承認している［田先
2008, pp. 105, 108; cf. Raschmann 1995, pp. 37-38; Matsui 2006, p. 46］。特定の規格を有した官布（quanpu）と並
行して，諸種の棉布も──公定通貨ではないにせよ──通貨的に使用されていた例は，その他のいくつかの
ウイグル文書にも確認できる。例えば，官布貸借契 SUK Lo04は 100官布を借用するものだが，利息につい
ては「國庫（qïznaq）へ［月］毎に２厚手棉布（yoγun böz）」を納めるという。SUK編者が Uig. qïznaq「宝物庫」［ED, 

p. 684］を「國庫（Schatzhaus）」と譯したのは，おそらくは qïznaqがアラビア語 h
˘
azı－naに由來することに基

づくもので，「國庫」を定譯として公權力に屬する倉庫とみなし得るかは，他のウイグル語文書の在證例の増
加とその檢證が必要である。ちなみに，サンクトペテルブルク所藏のウイグル文貸借契 SI Kr IV 329（おそら
くは習書）には 1yïlan yïl bir‹y›girminc

ˆ

 ay altï o(tuz-qa) 2manga (..)SL’Y-qa qunpu kärgäk bolup bu 3sang-ta yu
¨

z qunpu 

altïm qac

ˆ

 ay tutsar 4män ay sayu biš-är qunpu birür-män「①蛇年第十一月二十六日に。②私に（即ち）(..)SL’Yに，
官布が必要となって，この③倉から 100官布を借用した。何ヶ月借用しようとも，④月ごとに５官布ずつ私
は返濟する【後略】」とあり，住民に官布を貸付ける「倉（sang）」の存在が知られる。この「倉」や SUK 

Lo04の「國庫（qïznaq）」，さらには SUK編者により「義倉」との關係が推測されている「御倉（ac

ˆ

ïγ）」（SUK 

Mi14）の社會的役割・實態については，西ウイグル時代の「國庫（aγïlïq）」［森安 1991, pp. 65-66］はもちろん，
唐宋時代の常平倉・州倉および佛教寺院による公的穀物貸付制度（出擧）［大津 1998］とも比較檢討のうえ，
解明していく必要があるだろう。いずれにせよ，SUK Lo04で言及される「厚手棉布（yoγun böz）」も，借用
した官布の利息の支払いに用いられるからには，やはり官布と同様に一定の規格を備え，通貨的に使用され
たものである可能性が高い［cf. Raschmann 1995, p. 54］。同様に，通貨的に使用される棉布の在證例として，
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ており ，かつ「１官布相當の麵粉（min）」・「１官布相當の葡萄酒（bor）」という形で供出物件の指

示に用いられている點である。この點については第２章（ ）で再論する。

　Cr3, ’änüg: いわゆる『父マニの讃歌』（TT IX, p. 19）にみえる人名 änüg と同一と考えたが，他の

可能性もある。

２．考察
　本章では，前章に示した校訂テキストと語註に基づきつつ，これらの３文書から歴史學的に導き

出せる諸點を述べる。

（１）ウイグル文供出命令文書の書式の共通性
　ウイグル文供出命令文書は全體としてほぼ共通する書式をもち，冒頭に⑴十二支獸紀年・月日が

記され，續いて⑵物件供出の理由・目的，⑶供出物件とその數量，⑷供出負擔者，が場合によって

は順序を變えつつ記され，末尾の⑸命令文言が記された上で，公印（官印）が押捺される。このよ

うな定型的書式は，もっぱらモンゴル帝國時代に屬する供出命令文書から抽出されたものであり，

モンゴル時代を通じて──大元ウルスからチャガタイ=ウルスへという上級支配權力の交替にもか

かわらず──大きく變化することはなかったことを示す［松井1998a, p. 032; 松井1998b, pp. 11-13; 松

井2002, pp. 94-100; 松井2003, pp. 55-57］。

　そして，本稿で扱った西ウイグル時代の供出命令文書３件の書式も，上述のような供出命令文書

の定型的書式に則っているとみなすことができる。以下に，３件の記載内容を，日本語譯によりつ

つ書式項目ごとに分解して示す（丸數字は原文書の行數に對應する）。

　Text A

　　①猪年第三月［初（旬の）］一日に。 ………… ⑴十二支獸紀年・月日

　　②長老たちの　………………………………… ⑷供出負擔者

　　　１（頭の）旅行［馬を］　 …………………… ⑶供出物件・數量

西ウイグル時代に發給された原文書を後代になって複製したものと判斷されるムルトルク寺院宛免税特許状
（U 5317＝ Zieme 1981, Text A）の 39birt böz「ビルト税の棉布；税布」という表現が擧げられる［松井 1998a, p. 

050, n. 12; 松井 2004c, pp. 14-15, fn. 9; Matsui 2005, p. 70, fn. 6; Matsui 2006, p. 38］。この「税布」も，その長尺・
品質については公權力が何らかの規定を設けていたであろう。なお，この文書も棉布と同時に官布（41quanpu）
にも言及している。さらに，ベルリン所藏の帳簿様文書 U 5832bにも 6[sat](ï)γï-nïng bir PWZ「［～の代］價で
ある１PWZ」という表現がみえる。この PWZが PWYZ = böz「棉布」の誤記であれば，やはり西ウイグル時
代における通貨としての棉布の在證例とみなすことができよう。本文書には官布（qanpu）表記の代價も言及
されているからである［森安 2004, p. 12］。

 接尾辭 +l˚q / +l˚k の用法については，OTWF, §2.77。特に本 Text C文書の在證例では，いずれも語末の -q の
尻尾を長く引き伸ばしており（特に第１行では行末の余白が少ないためあえて右下方に引き伸ばしている），
尻尾の短い -γと區別する意識が明瞭にうかがえる。Cf. 森安 1992, pp. 43-50.
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　　③大海（道）の道案内人に　 ………………… ⑵物件供出の理由・目的

　　　供出せよ。…………………………………… ⑸命令文言

　Text B

　　①鼠年戒月（＝第十二月）［□日］②に。 …… ⑴十二支獸紀年・月日

　　　チャンカ長槍士の‥‥‥　　……………… ⑵供出目的（?）

　　③バルトゥ =バアトルが騎乘すべき

　　　１（頭の）馬，　……………………………… ⑵供出目的・⑶供出物件と數量

　　　‥‥④運ぶべき１（頭の）馬，　…………… ⑵供出目的・⑶供出物件と數量

　　　長槍士‥‥‥　　…………………………… ⑵供出目的（?）

　　⑤までの馬のうち，‥‥　　………………… ⑵供出目的・⑶供出物件と數量（總量）

　Text C

　　①‥‥すべき羊の經費として，　 …………… ⑵供出目的

　　　（１）日に（つき）２官布相當の②‥‥　 … ⑶供出物件と數量

　　　１官布相當の麵粉，　 ……………………… ⑶供出物件と數量

　　　１官布相當の葡萄酒とともに　…………… ⑶供出物件とその數量

　　③‥‥エニュグが供出せよ。………………… ⑷供出負擔者・⑸命令文言

　文書の破損缺落のため，Text B では⑷供出負擔者 ・⑸命令文言が，またText Cでは⑴十二支獸

紀年が判然としないものの，全體を通じてモンゴル時代のウイグル文供出命令文書の書式との共通

性は明らかに看取できる。特に，供出命令文書は總體として⑵物件供出の理由・目的・用途を詳細

に記すが，これは供出命令文書による物件徴發が臨時・非正規の税役（あるいは物件供出による正

規税の代納）としての性格を有していたことに由來する［松井2002, pp. 97-100］。この點に關しても，

本稿の３件の文書のうちTexts B, Cは，破損缺落があるとはいえ馬や官布の用途をある程度詳述し

ている點で共通しており，西ウイグル時代でも供出命令文書による物件徴發が臨時税・非正規税に

相當したことを反映している。また，文面がほぼ完全に殘っているText Aからは，文書の發信者・

發行者が書式上明記されないという重要な特徴［松井2003, p. 59］も共通するといえ，おそらく

Texts B, Cもこの點では同様であったと推測できる。

　以上の點から，ウイグル文供出命令文書の書式は西ウイグル時代に成立し，モンゴル時代にもほ

ぼ變更なく踏襲されたと考えることができる。供出命令文書が公文書＝行政命令文書であるという

ことをふまえれば，ウイグル文供出命令文書による物件徴發つまり徴税システムは，西ウイグル時

 Text Bの第 行にみえる「長槍士」が供出負擔者である可能性も殘る。



35

代～モンゴル時代を通じて繼承されていたとみなせるのである。

　すでに拙稿で述べたように，モンゴル時代ウイグリスタンの税役制度には，唐代の諸制度を西ウ

イグル經由で繼承したものがあった［松井1998a; 松井2006］。ウイグル文供出命令文書とそれによ

る徴税システムについて西ウイグル時代からモンゴル時代への連續面を剔出できたことは，これを

補強するものといえる。

（２）朱印と文書の發行者
　この３件の文書に捺された朱印は，それぞれに破損缺落や濃淡があるため，印文を充分には解讀

できない。しかし，少なくとも４行からなる畳篆漢字印であることは確實であり，特に「大廻［鶻］

□」と解讀できる第３行の印文のうち「大廻」はTexts A-Cの全てにみえる。さらに，やや殘存部分

の多いTexts A, Cの印鑑を相互に比較すると，その他の字形も酷似する。以上の點から，これらの

３件の朱印鑑は同一のものであり，おそらく１行４字×４行で，原寸は約9.0～ 9.5 cm四方であっ

たと推定できる。

　ウイグル文供出命令文書が──モンゴル時代のものを含めて──文書の發信者・發行者を書式上

明記しないことは上述した。とはいえ，この朱印が，これら３件の供出命令文書に公文書としての

効力を與えていること，換言すれば文書の發行者を示すものであることは，まず確實である。從っ

て，これら３件の文書は，供出命令文書による臨時・非正規の物件徴發が行政支配システムのどの

レベルで決定されていたかを明らかにする上で，重要な情報を提供し得る。そこで，これら３件の

文書の發行者が西ウイグル王國の支配體制においてどの程度の地位にあったかを，これまでに知ら

れている西ウイグル時代の出土文書に捺された漢字朱印（表１參照）との比較から推定してみよう 。

表１　西ウイグル時代の出土文書の漢字印
印　文 印　寸 （cm） 文書番號

① 大福大廻鶻」國中書門下」頡於迦思諸」宰相之寶印 10.0 x 9.5 K 7709

② 大福大廻鶻」國中書門下」頡于□□諸」宰相之寶印 10.7 ~ 11.0 x 10.6 
U 5525
U 5717

③ 大福大□鶻」國□□□下」頡于迦斯□」□□之寶印 現存 9.8 x 8.3 80TB I:528
④ □□大□□」□□□□□」頡□□□□」□□□之印 9.8 x 9.6 U 5319

⑤ 頡于迦」思諸宰」相之印 現存 6.1 x 4.8 
U 5990v ;
Ot. Ry. 1590

⑥ 頡□□」思諸宰」相之印 現存 5.8 x 5.1 U 5983
⑦ □□□」□天特」勤之印 現存 6.1 x 3.5 U 5980
⑧ 恩賜」都統 4.5 x 4.3 P 3672 Bis
⑨ □□」□□ 6.0 x 6.0 SI 4bKr 222
⑩ □寶」□□ 直徑 7.8（圓印） SI 3132
※ ③⑨⑩の印寸は筆者の計測による

 表１に掲げた朱印のうち，①～⑧が西ウイグル王國時代に屬することはすでに詳論されている［①②④～⑦
＝森安 1991, pp. 37, 127, 134; 森安 2000, pp. 118-119; Moriyasu 2001, pp. 176-177; Moriyasu 2003, pp. 65-67; ③＝
松井 2006a, 文書（ ）; ⑧＝森安 1987, pp. 59-63］。⑨⑩も，ともに半楷書體の文書（Tugusheva 1996, Nos. 7, 8）
に捺されたものであり，西ウイグル時代に比定できる。
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　表１の①③⑤にみえる「頡於迦思／頡于迦斯／頡于迦思」は，いずれもウイグル語 il ögäsi「國の

顧問」の漢字音寫であり，漢文の「中書門下」や「宰相」に對應する。判讀可能箇所や字數からみて，

この語が②④⑥にもあったことは確實である。すなわち①～⑥はいずれも西ウイグル王國の宰相ら

最上級の支配層の公印とみなせる［森安1991, pp. 127-128; Moriyasu 2001, pp. 175-177］。同じ宰相ク

ラスの公印であっても，①～④では印文中の宰相たちの稱號が長くまた印寸も大きいのに對し，⑤

⑥のそれが簡潔な印文でかつ印寸も小さいという相違が目を惹くが，これは，⑴公印が作製された

時期・年代が異なる，⑵複數の宰相たち の間に序列が存在した，⑶文書の用途・案件の重要性に

より印を使い分けた，など，それなりに合理的な要因が推測できよう。

　⑦の印文中の「天特勤」は，明らかにUig. tngri tegin「天の王子，聖なる王子」の漢語譯・音寫で

ある。同様の稱號を持つ人物として，西ウイグル時代の漢文棒杭文書に寄進者としてみえる「英利

耶 地蜜施天特銀（il yarutmïš tngri tegin）」，敦煌出土漢文文書『佛説阿彌陀經講經文』（S 6551）にみ

える「諸天特懃（tngri tegin）」が擧げられる。前者は，西ウイグル王國の皇太子またはそれに準じる

人物と考えられる［森安1974, pp. 43-44］。また後者は「天王／可汗天王（qaγan tngri ilig）・天公主／

鄧林公主（tngrim qunc

ˆ

uy）」に續いて現われ，「諸」の表記から複數いたことが明らかであるが，やは

り西ウイグル王の王子・兄弟であることは確實である［張廣達・榮新江1989, p. 23］。

　⑧の「恩賜都統」印は，西ウイグル王國のうち高昌を中心とするトゥルファン地域の佛教徒を統

轄する「都統大德」に與えられたものである。都統は， 世紀段階の西ウイグル王國佛教界の最高

位の稱號であり，ビシュバリク（Biš-Balïq，北庭）・高昌・ハミ・焉耆・亀茲の５地區に各１名が

任命されたとされる［森安1987, pp. 59-63; 森安2007, pp. 19-21］。一方，⑨の捺される文書は「大都

統（uluγtutung）」から「トヨクの劉寺主（Tïyoqluγ Liu sic

ˆ

u）」に宛てられたウイグル語の書簡である［松

井2004b, p. 62, n. 19］。この差出人の稱號「大都統」は，⑧の差出人である「都統大德」に對應するウ

イグル語の稱號とみなすことができる。ただし，⑨の印寸は⑧よりさらに大きいので，この「大都統」

は，５人の都統のさらに上位にあって彼らを統轄する西ウイグル全體の佛教指導者だった可能性も

ある。印文が不鮮明で解讀できないのが殘念である。最後に，⑩が捺されたSI 3132文書（舊番號

Kr IV 618）は，甲冑（yarïq）や盾（qalqan）など武器關係の物資の受け渡しに關係する行政命令文書

であるが，その發行者については詳細不明である。また，⑩は圓を４分割してそれぞれに漢字を配

するという珍しい形式の印文をもつが，それも「寶」を除いては確實に判讀できない 。

 東ウイグル可汗國がウイグルをはじめとする９つの遊牧集團の連合體であり，それぞれの集團を都督（Chin. 

> Uig. totoq）が統治していたことは周知の通りである。西ウイグル王國や甘州ウイグル王國がこの國家構
造を引き繼ぎ，それぞれ「９人の宰相」を置いていたことは諸史料に傳えられる［森安 1991, pp. 163, 169-

170］。西ウイグル時代の棒杭文書で il ögäsiを稱する人物も，しばしば都督（totoq）を併稱している［Moriyasu 

2002, pp. 161, 177; Moriyasu 2003, p. 86］。また，トゥルファン出土のマニ文字中世ペルシア語文書MIK III 36（T 

II D 135）でも，il ögäsi Niγoša－kpat，il ögäsi Yägän-Sävig totoq，il ögäsi Ötür Boyla tarxanという３人の il ögäsi

が言及され，そのうち Yägän-Sävigが都督と il ögäsiを併稱していること［Müller 1912, pp. 210-212; Beduhn 

2001, p. 233］も留意されよう。
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　さて，我々の３件の供出命令文書Texts A-Cに捺された朱印の印寸（約9.0～ 9.5 cm四方）は，①

～④にはわずかに及ばないものの，西ウイグル王族の印である⑦，宰相の印である⑤⑥，さらに佛

教界の指導者の印である⑧⑨よりも，かなりの程度大きいことが特に注目される。公印・官印の大

小にはその所有者・捺印者の支配體制における地位・序列が反映すると考えられる。從って，

Texts A-Cの朱印の捺印者＝發行者は，西ウイグル王國の支配體制の中で，①～④の公印の捺印者

すなわち西ウイグル王國の宰相クラスに準じる地位を占めていたと推定できる。換言すれば，西ウ

イグル王國時代，供出命令文書による臨時・非正規の物件徴發は，西ウイグル政府の中樞に屬する

宰相・大臣クラスの高官によって承認されていたことになる。

　このような推測は，Texts A-Cの出土地點からも，ある程度支持されるものと筆者は考える。す

でに示したように，Text Aの出土地點であるブライク（Buluyuk < Uig. Bulayïq）遺跡，Text Bのヤー

ルホト（Yar-khoto）遺跡すなわち交河故城，Text Cのムルトゥク遺跡を，それぞれ地圖上に示した

ものが圖１である。各遺跡間の距離は，ムルトゥク・ヤールホト間は約 40km，ムルトゥク・ブラ

イク間は約 30km，ブライク・ヤールホト間は約 12kmである。石窟寺院の集中する佛教聖地であっ

たムルトゥクは措き，唐代の交河城に由來するヤールホトやブライクが西ウイグル時代にも一定規

模の都市・村落として機能していたことは確實である 。しかしそれらの都市・村落に西ウイグル

政府宰相クラスに準じる公印を持つほどの高官が駐在しており，かつ彼らに同一の公印が與えられ

ていたとは考えにくい 。やはり，Texts A-Cの發行責任者たる宰相級高官は，西ウイグル王國の

冬都であった──いわゆる Staël-Holstein 文書でも「首都の西州（secu－ mistä kam
3

tha）」と稱される

──高昌に駐在しており，そこからヤールホトやブライクなどの都市・村落を包攝する広域にまた

がる行政權を行使していたと考えるのが妥当であろう。

　ところで，チャガタイ=ウルス（いわゆるチャガタイ=ハン国）支配下で 世紀中葉～後半に同一

の公權力者集團により発行されたウイグル文供出命令文書群である「クトルグ印文書」の中にも，高

昌故城出土文書（松井1998b, Texts 3-5, 7, 9, 13, 14）と並んでヤールホト出土文書（松井1998b, Text 2）

がみえていた。從って，「クトルグ印文書」の發行責任者の行政權は，本稿のTexts A-Cの發行責任者と

 本文書は Tugusheva 1996, No. 8として校訂テキスト・白黒寫真が公刊されたが， 年７月～９月に京都國
立博物館で開催された展覧會の圖録（『シルクロード 文字を辿って：ロシア探檢隊収集の文物』京都國立博
物館，2009, p. 84）が，鮮明なカラー寫真を掲載しており閲覧に便利である。そこでは高田時雄・森安孝夫が
解説を加えているが，やはり「寶」以外の印文は不明とする。また，高田・森安がこの文書の發行者を「相
當の大官」とみなしたのは，おそらくこの圓印⑩の印寸（直徑 7.8 cm）に鑑みたものであろう。

 ブライクは麴氏高昌國時代の 林縣に相当し［嶋崎 1959＝嶋崎 1977, p. 132; 荒川 1986, p. 40］，ウイグル語
文書ではビラユク（PYL’YWX = Bïlayuq）という形式で在証される［Raschmann 2009, p. 414; cf. Zieme 1974, 

p. 665］。さらに，いわゆる Staël-Holstein 文書（語註 Ar3a參照）にも phalaya－käという形式で在証され，高昌
（secu－ mistä kam

3

tha「首都の西州」）・ルクチュン（d
3

u－käcu－ < Lükc

ˆ

üng）・トゥルファン（tturpanä < Turpan）・ビシュ
バリク（pam

3

jäkam
3

tha ~ MP. pnžknδyy = Uig. Biš-balïq）と並んで「西州の諸都市」すなわち西ウイグル王國の
主要都市として言及されている［Clauson 1931, pp. 304, 307; Bailey 1951, p. 15; 森安 1977, p. 124］。

 例えば，前脚註に示した Staël-Holstein Scrollではヤールホトは言及されない。
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同様の地理的範圍に及んでいたといえる。すなわち，本節での分析結果は，前節における供出命令文

書の書式の共通性とあわせて，西ウイグル時代からモンゴル時代における供出命令文書による物件徴

発システムと，それを機能させる公權力の實態を通時的に考察していく上で重要となるであろう。

（３）官布の貨幣價値と現金税としての官布
　ウイグル文供出命令文書において，麵粉（min）・葡萄酒（bor）は供出物件として頻出する。その

數量・額を指定するときには，麵粉には穀物計量單位（容量單位）の斗（küri）・升（šing），葡萄酒

には液體計量單位（容量單位）のカプ（qap：原義は「皮袋」，モンゴル時代には斗＝8.4ℓに相當）・

テムビン（tämbin：qapの1/30に相當）・サバ（saba：Mong. saba「皮袋」からの借用語，モンゴル時

代には升＝0.84ℓに相當）が用いられるのがほとんどであり，若干の例では重量單位のバトマン

（batman：モンゴル時代には斤＝640gに相當）が麵粉・葡萄酒双方の計量に用いられる 。

　ところが，上掲のテキスト校訂に示したように，Text C は供出物件を「1 官布相當の麵粉（bir 

quanpuluq min）」，「1 官布相當の葡萄酒（bir quanpuluq bor）」と指示している。これらの「1 官布相當」

という表現が麵粉や葡萄酒の數量・額を示していることは，文脈からみて疑いない。また，第１行

末の「2 官布相當（iki quanpuluq）」も，第２行冒頭にあったはずの供出物件の數量・額を示している

ことは確實である。ウイグル文供出命令文書が行政命令文書＝公文書に屬する以上，そこでの供出

物件の數量・額は，何らかの公的な規格に基づいて指示されていたであろう。その點で，このText 

Cが「～官布相當の（quanpuluq）」という表現を用いて供出物件の數量・額を示していることは，公

Ａ＝ブライク，Ｂ＝ヤールホト，Ｃ＝ムルトゥク，Ｑ＝高昌　

 これら諸種の計量單位とその實態値については拙稿［松井 2004a; Matsui 2004］を參照。なお，麵粉や葡萄酒
の計量に batmanを用いる例としては，U 5315＝ Arat 1964, p. 77; U 5665v＝松井 2002, Text G（ただし供出命
令文書ではなく帳簿様文書）がある。

圖１
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的規格を備えた通貨としての官布の機能をあらためて確證するといえる。

　ここで，Text Cで供出を命じられている「1 官布相當の」物件の量を具體的に考察するため，他

の西ウイグル時代のウイグル語文書にみえる官布による物價表示を檢討してみたい。管見の限りで

は，麵粉と官布との取引・換算については實例を見出せていない。一方，葡萄酒と官布の取引・換

算については，USp 35（*U 9189：語註Cr1c參照）に，① 5yangï borluq-nung bir küp ku
¨

nc

ˆ

i borï satïp üc

ˆ

 

yu
¨

z toquz 6on quanpu boldï「新しい葡萄園の１甕の胡廬巴 （入り）の葡萄酒を賣って，390官布となっ

た」，② 6lükc

ˆ

üng-täki iki küp bor üc

ˆ

 yu
¨

z 7ygrmi quanpu boldï「ルクチュンにある２甕の葡萄酒は320官

布となった」という例がある。また，龍谷大學所藏の西域文化資料Ot. Ry. 1415［cf. 羽田・山田

1961, pp. 202-203 & pl. 15］にも，③ 11bir küp bor satïγï üc

ˆ

 yu
¨

z otuz quanpu「１甕の葡萄酒の代金であ

る330官布」という具體例がある。

　この①②③で葡萄酒の計量に用いられているウイグル語 küp「甕；壺；桶」の具體的な容量は，

これまでに十分には檢討されていない。しかし，敦煌出土『歸義軍官府酒破暦』［語註Ar3a參照］で

は「斗（ ）・升（＝勝）」と並んで「瓮（甕）」が酒の計量に用いられており，また９世紀後半～ 10世

紀の敦煌出土ルーン文字テュルク語文書Or 8212/77vにも「１日あたり１頭の羊と２甕のビール（iki 

küp bägni）」を求める文脈がみえる［Thomsen 1912, p. 219; Zieme 1997, pp. 439-441; 森安1997, p. 51, 

fn. 19; 本稿第１章，語註Br3b參照］。兩文書は時間的・地理的にごく近接するので，後者の古代テュ

ルク語küpが漢文文書の「瓮」に對應する可能性は高い。一方，前者の『歸義軍官府酒破暦』は，「西

州使」すなわち西ウイグル王國からの使節への供應にも關係していた［語註Ar3a參照］。そこで筆

者は，これらの使節を通じて，敦煌＝歸義軍政府における容量規格としての「瓮」が──若干の改

變を伴ったにせよ──西ウイグルにももたらされ，古代テュルク語＝ウイグル語で「甕（küp）」と

呼ばれるようになったと推測しておく。敦煌漢文文書の「瓮」は６斗に相當し［施萍亭1983, pp. 150-

151］，唐宋時代の１斗は約 6ℓであるから，「瓮」の容量は約36ℓと見積もられる。容器としての甕

があまりに巨大になると，物理的な保管や輸送が困難になるだけでなく，万一１つの甕が破壊され

た場合の損害も大きくなるので，この約36ℓという數値は，西ウイグルの「甕（küp）」の容量とし

ても妥當であろう 。そこで，１甕＝36ℓとして上記①②③の換算例における１官布あたりの葡萄

酒の量を求めると，①は約92㎖（＝１甕×36ℓ÷390官布），②は225㎖（＝２甕×36ℓ÷320官布），

③は約109㎖（＝１甕×36ℓ÷330官布）となる。

 Uig. künc

ˆ

iを藥草としての「コロハ，胡廬巴（Trigonella foenum-graecum）」とみることについては，拙稿［松
井 2006a, p. 51］を參照。

 ちなみに，西ウイグル時代の家財譲渡遺言状 SUK WP03には 11-12üc

ˆ

är qaplïq küpという在證例がみえる。SUK

編者はこれを「３つの各々３カプリク（容積單位）の壷（3 Krüge（von）je drei qaplïq）」と譯し，qaplïqを容積
單位とみなした。筆者はこれに對し，qaplïqを，液體計量單位カプ（qap）に接尾辭 -lïq「～分の，～用の」
が接續して「～カプ容量の，～カプ分の，～カプものの」を意味するものとみなし，該處を「３つの，３カプ
の甕」と解釋する。本節冒頭に述べたように，モンゴル時代の液體計量單位カプ（qap）は漢語の斗＝約 8.4ℓ
に相當するので［松井 2004a, pp. 166-163］，これを單純に西ウイグル時代に援用すれば，問題の「３カプの甕」
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　しかし，この１官布あたり葡萄酒100㎖～ 200㎖という推定値を，Text Cにそのまま應用するこ

とには愼重とならねばならない。第一に，依據する用例が上記①②③のみと少なく ，また葡萄酒

の品質による價格の差なども考慮する必要があるからである。さらに，モンゴル時代のウイグル文

供出命令文書における葡萄酒の供出量は，１サバ＝３テムビン（840㎖），１～３カプ（8.4～ 25.2ℓ），

20バトマン（約12.8kgに相當）とされている 。いかに時代差とそれに伴う物價變動を考慮すると

しても，本章（１）で考察したようなウイグル文供出命令文書による物件徴發システムの連續性に鑑

みれば，本Text C文書によって徴發される葡萄酒量が100㎖～ 200㎖というのは相當に少ないもの

と言わざるを得ず，このように細々とした少量の物件供出をあえて命じる歴史的背景を説明する必

要もある。

　このように官布の價値を推計してくると，このText C文書では，なぜ葡萄酒・麵粉の計量に際し

て常用される單位を用いず，あえて「１官布相當の」という價格換算によりその數量を表示したの

か，ということ自體が，そもそもの疑問として現われる。物價の變動を考慮すれば，官布による換

算表示は，實際の供出物件の數量を正確に明示するものとはいえず，ひいては行政命令の内容の嚴

密な履行の支障となりかねないからである。

　この疑問は，西ウイグル王國における官布（quanpu）が，公的規格を有し通貨的に使用される布

帛という原義から轉じて，それによって徴収される現金税となっていたと想定することで解決でき

るものと，筆者は考える。歸義軍時代の敦煌では，土地を基準として科徴される税役が「官布・地子・

柴草」と總稱されるように，官布は一種の現金税となっていたが［池田1973, pp. 77, 110; 堀1999, pp. 

は約 25.2ℓとなる。また，本來「皮袋」を意味する qapが，西ウイグル時代にすでに唐宋の斗（約 6ℓ）に
對應していたとすれば，「３カプの甕」はより少なく約 18ℓのものと推定できる。しかしながら，SUK WP03

における「３カプの」という説明は，それが一般的な計量單位としての甕（küp）の容量と異なることを，逆
説的に示唆する。そこで筆者は，あえて本文に示したような敦煌漢文文書中の「瓮」との對應を提案するも
のである。なお，西ウイグル時代のマニ教寺院經営令規文書には，küpに指小辭 - c

ˆ

ükが接續した küpc

ˆ

ükとい
う語が在證されており，これに由來する現代キルギス語の küpc

ˆ

ükは約 12ℓに相當するという［K. Judakhin, 

Kirgizsko-Russkij slovar’, Moskva 1965, p. 469; 森安 1991, p. 76］。
 西ウイグル時代に屬する貸借契 SUK Lo03は，破損缺落のため契約内容は不明瞭ながら，その借料を 63官布
と設定している。山田信夫はこの文書を物資輸送用の駄獸の賃貸借契とみなしたが［山田 1961, p. 219］，文
書中には 3küp「甕」，4qap「皮袋」，5,7süc

ˆ

üg「甘い葡萄酒（または葡萄漿）」も言及されているから，甘い葡
萄酒（または葡萄漿）の輸送を請け負う契約とみなす可能性も殘る。かりに，この文書が１甕（küp）の葡萄酒
輸送を 63官布で請け負ったものであり，その借料が葡萄酒の代價に等しいとみなせば，１官布あたりの葡
萄酒の量は約 570㎖（＝１甕× 36ℓ÷ 63官布）となる。輸送する甕の數量がより多く，また借料の「63官
布」に駄獸の賃借料が含まれているとすれば，１官布あたりの葡萄酒量はもっと多くなるが，これ以上の推
算はあまりにも恣意的となろう。さらに，大英圖書館所藏の Or.12207(A)7（舊番號 Yar. 054）は，斷片的なが
ら 5süc

ˆ

üg qut
3

γu「甘い葡萄酒（または葡萄漿）を注ぐべき」，8(q)anpu「官布」，9iki yangï küp「２つの新しい甕」
などの表現がみえ，おそらくは甘い葡萄酒（または葡萄漿）を甕（küp）で計量し，その價格を官布で記録し
ていたものと推測されるが，殘念ながら官布の數量が不明なので，直接の價格換算の例とすることはできない。

 松井 1998b, Texts 1, 3, 4, 8, 10, 15; U 5308＝松井 2004a, p. 164; U 5284＝ Arat 1964, p. 70; U 5315＝ Arat 1964, p. 

77.
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320-323; 鄭炳林2003, pp. 386-387］，この「官布・地子・柴草」に對應するウイグル語表現「柴草・地

子・官布（ï tarïγquanpu）」は 世紀後半のマニ教寺院經營令規文書（K 7717）にも在證され，西ウイ

グル王國でも官布は田地から徴収される税をも意味するようになっていたと考えられている［森安

1991, pp. 40, 41, 51-52, 65］。この點は，西ウイグル時代のムルトルク寺院宛免税特許状（U 5317 = 

Zieme 1981, Text A）にも税目名稱として 40-41’šilu uluγbirim quanpu-sï「žilu・大税の官布」がみえるこ

とからも裏付けられる［Matsui 2005, pp. 70, 78］。

　さらに，ベルリン科學アカデミー所藏の官布貸借契（ただし習書または草稿）のCh/U 7214文書（＝

Matsui 2006, Text E）にも，「年分の官布（yïllïq qunpu）」という表現がみえる。ベルリン現存のCh/U 

7214文書は冒頭部分のみの斷片となっているが，その後の筆者の調査により，本稿Text Cと同じく

トルコのArat教授が第二次大戰前に撮影したベルリン舊藏ウイグル語文書の寫眞資料の中に，より

多くのテキストを殘している状態のCh/U 7214文書が含まれていることが判明した。そこで，舊稿

に補訂を加えた校訂テキスト・和譯を以下に提示する。

Text D　Ch/U 7214 + *Ch/U 9002 　　［Plate IV］

 1　　-LYX (.)[ ]L (...)P(...)[　　　　　　　　　  ]

 2　　luu yïl ikinti ay a‹l›tï otuz-qa manga qac

ˆ

maz-qa

 3　　yïllïq qunpu kärgäk bolup tutmïš-ta iki yu
¨

z

 4　　q(u)[np](u) altïm bir ödi t[ut]mïš-ta yu
¨

z qunpu bašïn-

 5　　[-ta urup üc

ˆ

 yu
¨

z] qunpu (kö)[n](i) birürmän bu qunpu

 6　　[birginc

ˆ

ä örü qodï] bolsar män kisim yiturmiš köni

 7　　[birzün tanuq     ](..) tanuq qumar toγrïl tanuq

 8　　[　　　  bu tamγa] biz ikigü-nüng ol

 1　　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 *Ch/U 9002とは，現存の Ch/U 7214文書からは亡失している部分に対して，ベルリン國立圖書館・ベルリン
科學アカデミーが與えている整理番號である。Aratはこの文書に「198/49」という整理番號を付していた。
この寫眞資料についても研究發表を許可されたイスタンブル大學の Osman Fikri Sertkaya教授に，重ねて深
甚の謝意を表す。舊稿［Matsui 2006, p. 48］では，同じくベルリン科學アカデミー現存の Ch/U 6992文書（= 

Matsui 2006, Text D）が Ch/U 7214文書と同一の漢文佛典寫本の紙背を二次利用したものであることを指摘し
ておいたが，今回發見の寫眞資料からは，兩者が *Ch/U 9002部分により直に接合することが判明し，さら
に Ch/U 6992文書の第 1-3行下端の缺落部を補完することができる（本稿 Plate IV參照）。また，ベルリン現
存の Ch/U 6762文書は，この兩斷片と同じ漢文佛典寫本を利用した斷片であり，現在のトヨク（Toyoq < Uig. 

Tïyuq）遺跡から出土したことを示す出土地記號 T II T 2034を有する。從って，Ch/U 7214 + *Ch/U 9002 + Ch/

U 6992文書もトヨク出土とみなしてよかろう。ただし，Ch/U 6762裏面のウイグル文の筆跡は，Ch/U 7214 + 

*Ch/U 9002 + Ch/U 6992文書とは異なり，Raschmann によれば佛典であるという［VOHD 13,21, pp. 115, 116］。
 第１行の翻字は若干改善したが，以前として轉寫・解讀は困難である。
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 2　　龍年第二月二十六日に。私に（即ち）カチマズに

 3　　年分の官布が必要となって，トゥトミシュ から200

 4　　官布を借り受けた。１期間借用した時に ，100官布をその元金

 5　　［に載せて300］官布を ，私は正しく返濟する。この官布を

 6　　［返濟する前に私が逃亡 ］すれば，私の妻イトゥルミシュが正しく

 7　　［返濟せよ。立會人‥‥‥‥］立會人クマル=トグリル。立會人

 8　　‥‥‥‥［このタムガ印は］私達二人のものである。

　本Text D文書は第２～８行が１つの消費貸借契となっているが，捺印はなく，この後には別の契

約草稿（= Matsui 2006, Text D）があり，さらに第１行も別内容の文書の末尾と考えられるから，お

そらくは草稿・習書であって，契約證文として實際に効力を有していたものではないことは明らか

である。しかし，記載内容は具體的で十分に整っており，書式の上でも既知のウイグル文消費貸借

契とも齟齬しないので，その記載内容は當時の現實の契約を反映しているものと筆者は考える。

　さて舊稿では，第２行行頭の yïllïq quanpuに先行する第１行行末の缺落部には十二支獸もしくは

數詞があるものと推測し，「（十二支の）某年分として賦課された官布」または「（これまで滯納され

ている數）年間の分の官布」と解釋すべきことを提案したが［Matsui 2006, p. 49］，これは結果的に

は誤りであった。しかしながら，今回の再校訂テキストからは，yïllïq quanpu 自體が「年分の官布；

毎年の官布」という１つの術語となっていることが明らかとなり，逆に官布が年單位で賦課される

現金税となっていたという筆者の推測［Matsui 2005, pp. 70, 78; Matsui 2006, p. 49］は，あらためて

補強されたといえる 。

　以上に掲げた用例から，西ウイグル王國の官布（quanpu）は，歸義軍時代の敦煌での官布と同様，

 舊稿では本處の人名トゥトミシュ（Tutmïš）をタイシドゥ（Ta[y]ši[du]）と推補した。これは破損缺落部直前
の殘畫を誤讀したものであり，ここに訂正する。

 本處の 3t[ut]mïš は貸主の人名ではなく，動詞 tut-「保つ；借用する」の完了形に位格語尾が接續して「借用
した時に，借用し終わった時に」を意味するものと解釋する。

 「100官布をその元金［に載せて 300］官布を返濟する」という文脈は，官布消費貸借契 SUK Lo01の 3älig qanpu 

bašïnta 4urup yu
¨

z älig qanpu birür-män「私は 50官布を元金に載せて 150官布を返濟する」，および U 5538r（VOHD 

13,21 #118）の 2yu
¨

z quanpu krgäk bolup [......] 3älig quanpu bašïnda (u)[rup ...]「100官布が必要となって‥‥50官
布をその元金に載［せて］」という表現と並行すると考えて推補した。

 缺落部の birginc

ˆ

ä örü qodï は，本文書と直に接續しまた同一の書記により書かれた穀物貸借契の習書 Ch/U 

6992（= Matsui 2006, Text D4）に同一の表現がみえることから補った。
 さらに筆者は，ベルリン科學アカデミー現存のウイグル文官布貸借契の斷片 U 5826に，若干不鮮明ながら 

1[...]L(.)X birim quanpuという語を見出している。これは，本文で言及した U 5317 を參照すれば「大税の官布
（[u]l(u)γ birim quanpu）」と，また本稿 Text Dと比較すれば「毎年の税の官布（[yïl]l(ï)q birim quanpu）」と再構
することができる。ただし，Uig. birimは「與えること；與えるべきもの」の原義から「負債」の意味もある
ので［ED, p. 366; SUK II, p. 239］，例えば yïllïq birim quanpu が數詞に後續して「□年分の負債である官布」と
解釋することも可能であり，現金税としての官布に言及しているものと斷定するのは倉卒かもしれない。
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年單位の現金税となっていたことはほぼ承認

されよう。そして，ウイグル文供出命令文書は，

行政上必要となった物件を民戸から供出させ

るだけでなく，その物件供出により民戸が本來

負擔すべき正規の税役を代納させるという機

能をも有していた［松井1998a; 松井1998b; 松井

2002, pp. 94-100］。そこで筆者は，Text Cが供

出物件である麵粉や葡萄酒の數量表示に際し

て，一般的な計量單位を用いず，あえて「～官

布相當の（quanpuluq）」という珍しい──物價

變動に伴って嚴密性を缺きかねない──表現を

用いた歴史的背景として，Text Cの物件供出が

現金税としての官布の代納に關係していたと

推測する。すなわちText Cが，麵粉や葡萄酒の

供出を，税としての官布の一部に換算すること

を命じるものであり，それゆえにあえて官布へ

の換算額を明示する必要があったと考えるので

ある。

　ところで，歸義軍時代の敦煌における税とし

ての官布は，所有する田地250畝ないし300畝を

基準として１匹（＝約25尺）を負擔させるものであった［池田1973, pp. 77, 110; 堀1999, pp. 320-323］。

これに對し，Text Cでの供出物件の總額は，2＋1＋1＝4官布以上であったことがほぼ確實であるか

ら，必然的に西ウイグル王國における税としての官布の年額はそれ以上にならざるを得ない。これ

に關連して，上掲のText D文書で，必要とされる「年分の官布」の額が200官布と明記されているこ

とは重要である。さらに，このText Dが現金税として納入すべき「年分の官布」を調達する必要か

ら作成されたものとすれば，その他のウイグル文契約文書にも，同様の事情から作成されたものが

表２　賣買契・貸借契にみえる官布の金額
文書 額 摘要 校訂・備考

SUK Sa04 3500 土地賣価
SUK Sa03 3250 土地賣価
SUK Lo02 1000 貸借元金
SUK Sa02 325 土地賣価
Ch/U 7214 200 貸借元金 本稿 Text D

SUK Sa01 100 土地賣価
SUK Sa19 100 奴隷賣価 同時に馬も受領

U 6061 105 貸借元金 BT V, p. 70; 本来必
要な額は 100官布

SUK Lo01 100 貸借元金
SUK Lo04 100 貸借元金
U 5538r 100 貸借元金 VOHD 13,21 #118

SI Kr IV 329 100 貸借元金 本稿脚註 14

Ot. Ry. 2150 100 貸借元金
So 10239(4) 100 貸借元金 VOHD 13,22 #320

Ot. Ry. 5334 70 貸借利息？
Or. 8212/131 50 貸借元金 森安 1998, pp. 7-9

Or. 8212/131b+
Or. 8212/151r

50 貸借元金 梅村 2006, 資料 5
＋資料 7 35

U 5826 20 貸借利息 VOHD 13,22 #323

Or. 8212/132 （缺）家屋賣価？ 梅村 2006, 資料 8

Or. 8212/143 （缺）土地賣価？ 梅村 2006, 資料 4

U 5926 （缺）貸借元金 VOHD 13,22 #351
U 6287 （缺）土地賣価？ VOHD 13,22 #314

Ot. Ry. 1792 （缺）不明
Ot. Ry. 5618 （缺）貸借元金

 梅村 2006は，資料 ＝ Or. 8212/131bの表裏の書體をともに草書體とし，資料 ＝ Or. 8212/151はオモテ草
 書體・ウラ半楷書體とみなした。しかし，筆者が實見調査したところでは，この兩斷片はほぼ隙間なく接合
 する（表裏は別筆ながらともに半楷書體とみなすべきである）。從って，梅村による資料  ＝ Or. 8212/151部
 分の校訂に對し，Or. 8212/131bを利用して以下のように補訂を加えることができる。斷片接合箇所は + で示
 し，その前（上側）が Or. 8212/151，後（下側）が Or. 8212/131bとなる：1[küs](kü) yïl säkizin(c

ˆ

) ay bir yä(g)[rmikä +]

 bolï(?) 2[   ](..) ’äsänkä älig quanpu krg[äk] + bolup bäki 3[-tä] aldïm qac

ˆ

 (ay) tutsar-män ay +[sa]yu üc

ˆ

är quanpu 4[asï]　
 köni birür män birginc

ˆ

ä yoq+(b)ar bolsar män 5[oγul](um) il [  ](.)[   kö]ni birz(ün) [ta]nu+q qaplγ bu tamγa「①鼠年
第八月十一日に。‥‥‥ボリ②‥‥‥エセンに 50官布が必要となって，ベキ③［から］借り受けた。何ヶ
月借用しようとも，月ごとに 3官布ずつの④［利］息（とともに）正しく私は返濟する。返濟する前に私が
［逃］亡すれば⑤［私の息］子イル =‥‥‥が正しく返濟せよ。立會人カプルグ。このタムガ印は【以下缺】」。

γ
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含まれる可能性がある。そこで，未公刊のものも含めて筆者が窺知し得た西ウイグル時代のウイグ

ル契のうち，官布による賣買もしくは官布の消費貸借がなされている例を抽出し，賣主・借主が必

要とする官布の額と，その摘要を示したのが表２である。
　この表２によると，官布の消費貸借契（表中では網掛け表示）は 件，そのうち貸借元金の額が

判明するものは 件ある。ここで注目すべきは，借主が必要とする官布の額を100官布とするもの

が７件あり（ただし，U 6061の實際の借用額は105官布），官布貸借契全體の半數を超えることである。

この割合は，偶然とみなすには若干高すぎるように思われ，100官布という數値が西ウイグル時代

のウイグル人社會で何らかの經濟的な意味を持っていたことを示唆する。また，本稿Text Dはこの

倍額の200官布を設定していたが，これとは逆に100官布の半額の50官布を借り入れる例も２件あり，

土地賣買契Sa01でも100官布を調達するために田地が賣買されている。そこで筆者は，西ウイグル

時代のある時期には，現金税としての「年分の官布（yïllïq quanpu）」の標準税額は100官布とされて

おり ，實際の課税額は，課税對象となる人戸の財産に應じて50官布もしくは100官布單位で等級

化されていたと考えたい。そして，上掲の100官布・50官布を調達する賣買契・貸借契も，本稿

 ちなみに，大英圖書館所藏のウイグル語書簡 Or. 8212/129文書には，1totoq bä[g qutïn](g)a • qulutï bkümiš 

ötügüm • 2qoc

ˆ

o-lu[γ......] qanturmïš totoq • tutap yu
¨

z qunpu 3suv? XW[….] ol sän yu
¨

z qunpu birgil tip bitürdi 4yu
¨

z qunpu 

X[...... t]utung-qa birdim ay tisär män ol qunpu 5qutadmïš tot[o](q) ilig? almïš qunpu ol anï birip yangï 6bu qunpu 「①都
督どの［へ］。しもべたるベキュミシュが申し上げます。②高昌の‥‥カントゥルミシュ都督が保持して，『100

官布は③水（?）‥‥である。お前が 100官布を支拂え』と書かせました。④『私は 100官布を‥‥都統に支
拂いましたぞ！』と私が言うと，『その官布は⑤クタドミシュ都督が手ずから（?）受け取った官布である。そ
れを支拂って，新たに⑥この官布‥‥』」という文言がみえる。文脈が判然としないため確實ではないもの
の，行政官とみられる都督（totoq）が登場していることからみて，ここにみえる 100官布も，現金税として
徴収されるものであったかもしれない。例えば，この書簡の差出人ベキュミシュは，佛僧である某都統から
田地を租借している小作人であり，その田地に課される税としての官布を地主・小作人のどちらが支拂うの
かというトラブルを想定することが可能であろう。ウイグル契の雛型となったトゥルファン・敦煌出土の唐
宋時代の漢文租田契では，地税は地主負擔というのが一般的であり［池田 1973, pp. 75-76; 池田 1990, p. 60; 堀
1999, pp. 317-318］，また相對的に古い半楷書体のウイグル租佃契でも地主負擔の例があるが［SUK RH01］，
契約によっては小作人が一部を負擔する場合もあった［SI 4bKr 223 = Matsui 2006, Text A］。なお，モンゴル
時代のいわゆるカイムトゥ（Qayimtu）文書では，地主が經濟力を背景に土地にかかる租税（birim alïm）を
小作人に負擔させることもあった［山田 1963, pp. 152-154; 山田 1978, pp. 53-54］。さらに，田地を基準として
賦課される徭役労働であったカラン税（qalan）を軽減させるために，農民たちが田地を佛教教團に寄進して
實質的にその小作農となり，新地主たる佛教教團にかわって田地に賦課される地税（sang）を負擔していた
例がある［松井 2004c; Matsui 2010］。なお，筆者が實見した時點では，Or. 8212/129文書は一箇のガラス板に
保存される２つの斷片（a＝大，b＝小）からなり，b斷片の下に a斷片が隙間無く接合するが，表・裏が入
れ違っている。表・裏のウイグル文は同一の半楷書體であり，裏面はオモテ面の書簡に連續する。梅村 2006

が資料１として公刊したのは，a斷片の裏面にあたる。ただし梅村は，オモテ面を別筆（半草書體）とみなし，
また b斷片との接合關係にも言及しない。裏面についても判讀は困難であるが，梅村による校訂テキストに
對して確實に訂正できる箇所を以下に擧げておく：2 / / / nom → -(k)ä • [sö](z)üm「‥‥に，私は申し上げま
す。」；6WRYK(?) suvγartïlsar biz • ötük → (ö)tüg sav qïlsar biz • ötüg「私達が請願の上申をすれば，請願」；7bäri 

tip aqaturmïz → bardï tip äšidtmz「行った，と私達は聞いた」；8(ö)gänim(?)-tä tärišgäy biz → almïš-ta tïnïγa(l)ï biz「受
け取った時に，私達は安心するでしょう」。
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Text Dと同様，現金税としての官布を納入する必要から作成されたものと推測するものである。

　もちろん，これは「ある時期」における「標準税額」を推測したものであり，西ウイグル時代の全

時代を通じて全人戸に同額の官布が現金税として課されていた，と主張するものではない。例えば，

上掲表２のうちSUK Sa04の3500官布およびSa03の3250官布は，財産賣買による官布の調達額とし

ての數値があまりにも突出している。もしこれが現金税としての官布の納税に關係するものとすれ

ば，その背景には物價の變動や官布自體の規格の變化に伴う税額の上昇があったと考えるべきかも

しれない 。一方で，Lo02で貸借されてい 1000 100

布の５年分）の滯納額を支払うためのものだった可能性があろう 。

　最後に，この100官布という税額の價直を檢討しておきたい。前述のUSp 35 = *U 9189 やOt. Ry. 

1415にみえる葡萄酒の価格から推計すると，9.2ℓ～ 22.5ℓという量が得られる。その他に，官布

が物價表示に用いられる例としては，佛教教團への寄進に関する帳簿である SI Kr I 420 にはyu
¨

z at 

ygrmi qoyn-nung säkiz ming biš yu
¨

z qunpu「100頭の馬と20頭の羊の8500官布」という記載がみえ

［Tuguševa 1996, Text 4］，單純に馬と羊を等價とみれば 頭の價格は70.83 ≒8500 ÷120）

となる。おそらく家畜賣買に関する帳簿と思われるベルリン科学アカデミー所藏のU 6114 + U 5848

文書（VOHD 13, 21 #231）には，ヤギ１頭の價 70～ 110官布，また羊１頭の價格 112～ 136官

布という例がみえる。これらの價格についても物價變動を考慮する必要があるものの，おおむね

100官布は，ヤギ・羊なら１～２頭，葡萄酒なら約10ℓ～ 20ℓに相當するものであり，一般人戸に

とっても特別に高額ではなかったとみなせるのではなかろうか 。

 田先千春によれば，西ウイグル王國における官布の規格は， 25尺＝約 750cmから 10

尺＝約 300cmに改變され，それに伴って貨幣價直も下落した可能性があるという（「古代ウイグル語文獻か
ら見た通貨棉布の規格について」 日，内陸アジア史學會大會研究發表。要旨：『内陸アジア
史研究』23, 2008, pp. 199-200）。また，當該の研究發表のハンドアウトでは，この SUK Sa03, Sa04など，突
出して多額の官布が言及される用例も檢討され，それらが官布の貨幣價直の下落を示す可能性について指摘
されている。その詳細は，田先女史自身によって論文化されるであろうから，鶴首して俟つこととしたい。
あわせて，研究發表のハンドアウトをご恵賜のうえ，本稿でも引用することを許可された田先女史のご好意
に謝意を表わす。

 税役負擔のために所有する田地を賣買した契約の例としては，モンゴル期に屬するものであるが，SUK Sa09

がある。その賣買動機を記した部分では，「現行のカラン税（qalan）」と並んで，「その（＝カラン税の）古
い半分」などにも言及しており［松井 2002, pp. 101-102］，滯納している税負擔が賣買契約による通貨調達の
要因となっていた一例ともみなせる。また，同じくモンゴル期のウイグル文書MIK III-50（＝多魯坤・梅村・
森安 1990, pp. 22-24）は，２年前（羊年）の商税（tamγa）の滯納分を，やはり滯納していた３年前（馬年）
の商税に充当するよう帳簿を操作することに關係するものであり，ウイグル社會における税の納付状況の一
端を示すものとして興味深い。
ただし，上掲表２中の SUK Sa01で，100官布で賣買される c

ˆ

[ ]mγuq-ta bir šïγï yirim「C

ˆ

[ ]mγuqにある１石の
種が播ける田地」については，ヤギ・羊１～２頭，葡萄酒 10ℓ～ 20ℓで購入できるようなものではなく，よ
り高價であったと推測される。ここでもやはり官布の價直變動を考慮すべきであろう。脚註 も參照。
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おわりに
　本稿では，まず西ウイグル時代に屬するウイグル文供出命令文書３件（Texts A, B, C）について文

獻學的なテキスト校訂作業を行なった。

　その上で，この３件の書式について，既公刊のモンゴル時代の供出命令文書の書式と比較檢討し，

西ウイグル時代からモンゴル時代に至るまでのウイグル文供出命令文書の書式がほぼ共通すること

を明らかにした。

　さらに，この３件に押された官印が同一のものであることに着目しつつ，その他の西ウイグル時

代の文書にみえる官印と比較檢討し，これら３件の供出命令文書が西ウイグル政府中樞から發行さ

れたことを明らかにした。ウイグル文供出命令文書では書式上その發行責任者が明記されないので，

その他多數のモンゴル時代の供出命令文書の性格を考える上でも，この點は重要となる。

　最後に，Text Cにおける供出物件が，通貨としての官布（quanpu）に換算されて表示されている

ことから，これが現金税としての官布の代納に關するものであり，西ウイグル王國で官布が税目の

一種となっていたという見解を補強した。あわせて，その年額についても，新出資料を含むウイグ

ル文契約文書を参照しつつ考察した。

　ウイグル語文書全體に占める西ウイグル時代の文書の割合は少なく，かつその多くも斷片的なの

で，そこから歴史的な再構成を行なうことはきわめて困難である。本稿における所論も推測に頼っ

た部分が少なくない點，大方のご寛恕を乞うとともに，示教を切望するものである。また，本稿で

は十分に扱いきれなかった斷片資料群も網羅的に利用して，あらためて本稿の所論を再檢討するこ

とを，今後の課題としておきたい。
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